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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を
改正する政令の施行について（通知）

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（平
成１８年政令第６５号）が、平成１８年３月２７日に公布され、同年４月１日から
施行されます。
貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、条例の改正等を速やかに行う等、

今回の政令改正の趣旨に沿って適切に運用されるとともに、各都道府県知事におか
れましては、貴都道府県内の市町村、関係一部事務組合及び広域連合並びに水害予
防組合に対してもこの旨周知願います。

記

１ 改正の趣旨

非常勤消防団員等に対する損害補償の適正化を図るため、補償基礎額及び介護
補償の額を改定すること。

２ 改正の内容

(1) 補償基礎額の改定
(ア)非常勤消防団員及び非常勤水防団員に係る補償基礎額を次のように改定
したこと。(別表第一)

(単位：円)

勤 務 年 数
階 級

10 年 未 満 10年～20年未満 20 年 以 上

団 長 ・ 副 団 長 １２，４００ １３，３００ １４，２００

分団長・副分団長 １０，６００ １１，５００ １２，４００

部長・班長・団員 ８，８００ ９，７００ １０，６００



(イ )消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従事者に係る補償基礎額の最
低額を８，８００円に改定したこと。(第２条第２項第２号)

(ウ )一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、配偶者に係る扶養
加算額を４３３円に改定したこと。(第２条第３項)

(2) 介護補償の額の改定
介護補償の額を次のように改定したこと。（第６条の２第２項）

（単位：円）

区 分 常 時 介 護 随 時 介 護

他 人 介 護 １０４，５９０ ５２，３００
（ 上 限 ）

家 族 介 護 ５６，７１０ ２８，３６０
（ 最 低 保 障 ）

３ 適用関係

改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、
この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金、障害
補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。）並びに平成１８年
４月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、
同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成１８年３月分以前の月分の傷
病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。



政
令
第
六
十
五
号

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
十
五
条
の
七
第
一
項
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
水
防
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
九
千
円
」
を
「
八
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
四
百
五
十
円
」
を
「
四
百
三
十
三

円
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
十
万
四
千
九
百
七
十
円
」
を
「
十
万
四
千
五
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五

万
六
千
九
百
五
十
円
」
を
「
五
万
六
千
七
百
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
五
万
二
千
四
百
九
十
円
」
を
「
五
万
二
千
三

百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
八
千
四
百
八
十
円
」
を
「
二
万
八
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
一
二
、
四
七
〇
」
を
「
一
二
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
三
、
三
四
〇
」
を
「
一
三
、
三
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
、



七
四
〇
」
を
「
一
〇
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
一
、
六
〇
〇
」
を
「
一
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
八
、
八
〇
〇

」
に
、
「
九
、
八
七
〇
」
を
「
九
、
七
〇
〇
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
条
の
二
第
二
項
並
び
に
別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以

後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
（
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
平
成
十
八
年
四
月
分
以
後
の
月
分
の
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
並
び
に
平
成
十
八
年
三
月
分
以
前
の
月
分
の
傷
病
補

償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
す
る
損
害
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
介
護
補

償
の
額
の
改
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



○

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
補
償
基
礎
額
）

（
補
償
基
礎
額
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

２

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

略

一

略

二

消
防
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
三
十

二

消
防
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
三
十

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
九

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
九

条
第
五
項
（
同
法
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準

条
第
五
項
（
同
法
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
消
防
作
業
に
従
事
し
た

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
消
防
作
業
に
従
事
し
た

者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
三
十
五

者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
三
十
五

条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
（
以
下

条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
（
以
下

「
救
急
業
務
協
力
者
」
と
い
う
。
）
又
は
水
防
法
第
二
十
四
条
の

「
救
急
業
務
協
力
者
」
と
い
う
。
）
又
は
水
防
法
第
二
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
水
防
従
事
者
」
と
い

規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
水
防
従
事
者
」
と
い

う
。
）
が
消
防
作
業
若
し
く
は
水
防
（
以
下
「
消
防
作
業
等
」
と

う
。
）
が
消
防
作
業
若
し
く
は
水
防
（
以
下
「
消
防
作
業
等
」
と

い
う
。
）
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に

い
う
。
）
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に

よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防

よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ

作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ



る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態

る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態

と
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
千
八
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、

と
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
千
円

と
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公

そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公

正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
万
四
千
二
百
円
を
超
え
な

正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
万
四
千
二
百
円
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
若

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
若

し
く
は
非
常
勤
水
防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力

し
く
は
非
常
勤
水
防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力

者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う

者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う

。
）
の
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又

。
）
の
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又

は
診
断
に
よ
つ
て
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日

は
診
断
に
よ
つ
て
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日

若
し
く
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、

若
し
く
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、

他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を

他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を

受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤
消

受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤
消

防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
一
号
に

防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
一
号
に

該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
四
百
三
十
三
円
を
、
第
二
号
か
ら

該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
四
百
五
十
円

を
、
第
二
号
か
ら

第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
の
う
ち
二
人
ま
で

第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
の
う
ち
二
人
ま
で

に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
二
百
円
（
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
扶
養
親
族

に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
二
百
円
（
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
扶
養
親
族

で
な
い
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
一

で
な
い
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
一

人
に
つ
い
て
は
二
百
十
七
円
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
第
一
号
に
掲

人
に
つ
い
て
は
二
百
十
七
円
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
第
一
号
に
掲

げ
る
者
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
三
百

げ
る
者
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
三
百



六
十
七
円
）
、
そ
の
他
の
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
百
六

六
十
七
円
）
、
そ
の
他
の
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
百
六

十
七
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と

十
七
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

略

一
〜
五

略

（
介
護
補
償
）

（
介
護
補
償
）

第
六
条
の
二

略

第
六
条
の
二

略

２

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額

２

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額

は
、
一
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

は
、
一
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

介
護
補
償
に
係
る
障
害
（
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

一

介
護
補
償
に
係
る
障
害
（
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

に
は
、
そ
の
月
に
お
け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
三
号
に

に
は
、
そ
の
月
に
お
け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
別
表
第
四
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
の

お
い
て
同
じ
。
）
が
別
表
第
四
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
の

下
欄
に
定
め
る
障
害
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お

下
欄
に
定
め
る
障
害
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お

い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ

い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ

の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ

の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ

る
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に
お
け
る

る
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に
お
け
る

介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
十
万
四

介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
十
万
四

千
五
百
九
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
万
四
千
五
百
九
十
円
）

千
九
百
七
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
万
四
千
九
百
七
十
円
）

二

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護

二

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護

補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及

補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及



び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に

び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に

よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る

よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る

費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
五
万
六
千
七

当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
五
万
六
千
九

百
十
円

以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

五
万
六
千
七
百
十
円

百
五
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

五
万
六
千
九
百
五
十

円

三

介
護
補
償
に
係
る
障
害
が
別
表
第
四
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態

三

介
護
補
償
に
係
る
障
害
が
別
表
第
四
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態

の
項
の
下
欄
に
定
め
る
障
害
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
次

の
項
の
下
欄
に
定
め
る
障
害
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
次

号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い

号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た

て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た

日
が
あ
る
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に

日
が
あ
る
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に

お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が

お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が

五
万
二
千
三
百
円

を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
二
千
三
百
円

五
万
二
千
四
百
九
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
二
千
四
百
九
十

）

円
）

四

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ

四

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月

れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月

に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場

に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た

額
が
二
万
八
千
三
百
六
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二

額
が
二
万
八
千
四
百
八
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二

万
八
千
三
百
六
十
円

万
八
千
四
百
八
十
円



別
表
第
一

補
償
基
礎
額
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

補
償
基
礎
額
表
（
第
二
条
関
係
）

勤

務

年

数

勤

務

年

数

階

級

十
年
未
満

十
年
以
上
二
十

二
十
年
以
上

階

級

十
年
未
満

十
年
以
上
二
十

二
十
年
以
上

年
未
満

年
未
満

団
長
及
び

円

円

円

団
長
及
び

円

円

円

副
団
長

一
二
、
四
〇
〇

一
三
、
三
〇
〇

一
四
、
二
〇
〇

副
団
長

一
二
、
四
七
〇

一
三
、
三
四
〇

一
四
、
二
〇
〇

分
団
長
及

分
団
長
及

び
副
分
団

一
〇
、
六
〇
〇

一
一
、
五
〇
〇

一
二
、
四
〇
〇

び
副
分
団

一
〇
、
七
四
〇

一
一
、
六
〇
〇

一
二
、
四
七
〇

長

長

部
長
、
班

部
長
、
班

長
及
び
団

八
、
八
〇
〇

九
、
七
〇
〇

一
〇
、
六
〇
〇

長
及
び
団

九
、
〇
〇
〇

九
、
八
七
〇

一
〇
、
七
四
〇

員

員

備
考

略

備
考

略




